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島根県設計・測量・調査等業務成績評定要領 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

島根県設計・測量・調査等業務成績評定要領 

第１～第７ 〔略〕 

（評定の修正） 

第８ 課長（室長）又は所長等は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があ

ると認められる場合は、修正しなければならない。 

２．前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該業務の受注者に通知する。

第９～第１１ 〔略〕  

（附則） 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年１月１日から施行する。        

島根県設計・測量・調査等業務成績評定要領 

第１～第７ 〔略〕 

（評定の修正） 

第８ 課長（室長）又は所長等は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があ

ると認められる場合は、修正しなければならない。 

２．前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該業務の受託者に通知する。

第９～第１１ 〔略〕  

（附則） 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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別紙 考査基準 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

別 紙 

考 査 基 準 

1．～２． 〔略〕 

３．総合評定欄の「事故等による減点」は、当該業務遂行中に受注者に起因する事故等

が発生し指名停止等の措置を行った場合に、当該業務の総合評定点（１００点満点換算）

に対して、別表１を参考として－１５点まで減点することができる。 

（別表１ 受注者に起因する事故等が発生した場合の減点基準） 

区

分
口頭注意 文書注意 

指名停止が 

１ヶ月まで 

指名停止が 

１ヶ月を超える 

考

査

点

－３点 －５点 －１０点 －１５点 

【適応事例】 

・入札前に提出した当該業務の技術提案書等が虚偽であった事実が判明した。 

・発注者の承諾なしに当該業務に関する権利義務、成果物を第三者に譲渡又は承継、公

開した。 

・産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法

令に違反する事実が判明した。 

・一括再委託、請負を行った。 

・打合せ協議または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。 

・当該業務において過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 

・当該業務において安全管理の処分が不適切であったために、死傷者を生じさせた業務

関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 

・その他（理由：               ） 

４． 〔略〕 

別 紙 

考 査 基 準 

1．～２． 〔略〕 

３．総合評定欄の「事故等による減点」は、当該業務遂行中に受託者に起因する事故等

が発生し指名停止等の措置を行った場合に、当該業務の総合評定点（１００点満点換算）

に対して、別表１を参考として－１５点まで減点することができる。 

（別表１ 受託者に起因する事故等が発生した場合の減点基準） 

区

分
口頭注意 文書注意 

指名停止が 

１ヶ月まで 

指名停止が 

１ヶ月を超える 

考

査

点

－３点 －５点 －１０点 －１５点 

【適応事例】 

・入札前に提出した当該業務の技術提案書等が虚偽であった事実が判明した。 

・発注者の承諾なしに当該業務に関する権利義務、成果物を第三者に譲渡又は承継、公

開した。 

・産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法

令に違反する事実が判明した。 

・一括再委託、請負を行った。 

・打合せ協議または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。 

・当該業務において過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 

・当該業務において安全管理の処分が不適切であったために、死傷者を生じさせた業務

関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 

・その他（理由：               ） 

４． 〔略〕 
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５．総合評定欄の「契約不適合による履行の追完又は損害賠償が実施された場合の減

点」は、成果物に受注者の責任に起因する契約不適合が存在し、土木設計業務等委託

契約書の契約不適合責任条項等に記載された手続きに従い契約不適合による履行の追

完又は損害賠償が実施された場合に行うもので、別表３を参考として－２０点まで減

点することができる。 

  なお、この減点は通常、検査評定時には判明していないため、当該事象が発生し

たときに所長等の承認を得て担当部署が遡って行うものとする。 

（別表３ 契約不適合による履行の追完又は損害賠償が実施された場合の減点基準） 

区 

分 

契約不適合履行追完又は損害賠償の

実施 

受注者の故意又は重大な過失による 

契約不適合履行追完又は損害賠償の

実施 

考

査

点 

－１０点 －２０点 

６．～９． 〔略〕 

５．総合評定欄の「契約不適合による履行の追完又は損害賠償が実施された場合の減

点」は、成果物に受託者の責任に起因する契約不適合が存在し、土木設計業務等委託

契約書の契約不適合責任条項等に記載された手続きに従い契約不適合による履行の追

完又は損害賠償が実施された場合に行うもので、別表３を参考として－２０点まで減

点することができる。 

  なお、この減点は通常、検査評定時には判明していないため、当該事象が発生し

たときに所長等の承認を得て担当部署が遡って行うものとする。 

（別表３ 契約不適合による履行の追完又は損害賠償が実施された場合の減点基準） 

区 

分 

契約不適合履行追完又は損害賠償の

実施 

受託者の故意又は重大な過失による 

契約不適合履行追完又は損害賠償の

実施 

考

査

点 

－１０点 －２０点 

６．～９． 〔略〕 



- 4 -

様式第１号 〔略〕 

様式第２号 

様式第３号 〔略〕 

様式第１号 〔略〕 

様式第２号（別紙）

様式第３号 〔略〕 

平成 年 月 日

年 月 年 月 日

年 月 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

①

⑤        

　注）１．各評価項目の評定点は、小数第１位までとする。

　　　２．地質調査、測量作業及び調査業務においては、主任技術者が該当する。

　　　３．①小計は、小数第１位を四捨五入し整数とする。

　　瑕疵修補又は損害賠償等による総合評定点の変更＝①＋②＋③＋④＋⑤

変更年月日 変更後の総合評定点

　　総合評定点(＝①＋②＋③＋④)

 　⑤瑕疵修補､損害賠償による減点

 　③手直し業務指示による減点

 　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

   ①小計（注３）

 　②事故等による減点

結果の評価 成果物の品質

取組姿勢 責任感・積極性・倫理観 －

プ
ロ
セ
ス
評
価

説明調整能力の評価 説明調整能力 －

業務特性 －

－

実施状況の評価

執行管理 －

品質管理

実施能力の評価 実施体制と執行計画

創意工夫 －

考　査　項　目
業務評定
（注１）

技術者評定

管理技術者
(主任　〃 )

(注２)
担当技術者 照査技術者

完 了 確 認 検 査 員 職 ・ 氏 名   印 点（注１）

総 括 監 督 員 職 ・ 氏 名   印 点（注１）

管 理 (主 任 ) 技 術 者 氏名        

照 査 技 術 者 氏 名        

評定者

監 督 員 又 は 主 任 監 督 員 職 ・ 氏 名   印

担 当 技 術 者 氏 名 ② ③ ④

担 当 技 術 者 氏 名 ⑥ ⑦ ⑧

点（注１）

受　託　者
（会社名、代表者職・氏名）

完 了 確 認 検 査 年 月 日 平成

実 地 完 了 年 月 日 平成

日　～　平成

契 約 年 月 日 平成

履 行 期 間
日　～　平成

最終契約 平成

当初契約 平成

設 計 金 額 　当初：￥ 　最終：￥

契 約 金 額 　当初：￥ 　最終：￥

委 託 業 務 等 名

道 川 港 名
( 地 区 名 ）

履 行 場 所

　様式第２号 委 託 業 務 成 績 評 定 表

（１）地質調査・測量・調査業務
事務所名：

年 月 日

年 月 年 月 日

年 月 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

①

⑤        

委 託 業 務 等 名

道 川 港 名
( 地 区 名 ）

履 行 場 所

　様式第２号 委 託 業 務 成 績 評 定 表

（１）地質調査・測量・調査業務
事務所名：

設 計 金 額 　当初：￥ 　最終：￥

契 約 金 額 　当初：￥ 　最終：￥

最終契約

当初契約

実 地 完 了 年 月 日

契 約 年 月 日

履 行 期 間

受　注　者
（会社名、代表者職・氏名）

完 了 確 認 検 査 年 月 日

担 当 技 術 者 氏 名 ② ③ ④

担 当 技 術 者 氏 名 ⑥ ⑦ ⑧

点（注１）

総 括 監 督 員 職 ・ 氏 名   点（注１）

管 理 ( 主 任 ) 技 術 者 氏名        

照 査 技 術 者 氏 名        

評定者

監 督 員 又 は 主 任 監 督 員 職 ・ 氏 名   

考　査　項　目
業務評定
（注１）

技術者評定

管理技術者
(主任　〃 )

(注２)
担当技術者 照査技術者

完 了 確 認 検 査 員 職 ・ 氏 名   点（注１）

－

実施状況の評価

執行管理 －

品質管理

実施能力の評価 実施体制と執行計画

創意工夫 －

説明調整能力の評価 説明調整能力 －

業務特性 －

結果の評価 成果物の品質

取組姿勢 責任感・積極性・倫理観 －

プ
ロ
セ
ス
評
価

   ①小計（注３）

 　②事故等による減点

 　③手直し業務指示による減点

 　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　注）１．各評価項目の評定点は、小数第１位までとする。

　　　２．地質調査、測量作業及び調査業務においては、主任技術者が該当する。

　　　３．①小計は、小数第１位を四捨五入し整数とする。

日　～

日　～

　　瑕疵修補又は損害賠償等による総合評定点の変更＝①＋②＋③＋④＋⑤

変更年月日 変更後の総合評定点

　　総合評定点(＝①＋②＋③＋④)

 　⑤瑕疵修補､損害賠償による減点
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（別紙１）島根県委託業務成績評定点通知公表実施要領 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

島根県委託業務成績評定点通知公表実施要領 

第１～第２ 〔略〕 

（評定点の通知及び公表） 

第３ 課長（室長）又は所長等は、評定者から完了確認検査の業務成績評定表が提出

されたときは、遅滞なく受注者に対して委託業務成績評定通知書（様式第４号）に

項目別評定点表（様式第５号）を添付して評定結果を通知する。ただし、営繕課及

び建築住宅課が所掌する建築設計業務等に係る様式については、別に定める。 

２．３． 〔略〕  

第４～第５ 〔略〕 

（説明請求に対する回答） 

第６ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、評定点の通知を受けた受

注者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答する。 

２．～４． 〔略〕  

附則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年１月１日から施行する。 

島根県委託業務成績評定点通知公表実施要領 

第１～第２ 〔略〕 

（評定点の通知及び公表） 

第３ 課長（室長）又は所長等は、評定者から完了確認検査の業務成績評定表が提出

されたときは、遅滞なく受託者に対して委託業務成績評定通知書（様式第４号）に

項目別評定点表（様式第５号）を添付して評定結果を通知する。ただし、営繕課及

び建築住宅課が所掌する建築設計業務等に係る様式については、別に定める。 

２．３． 〔略〕  

第４～第５ 〔略〕 

（説明請求に対する回答） 

第６ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、評定点の通知を受けた受

託者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答する。 

２．～４． 〔略〕  

附則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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様式第４号 様式第４号 


